
電力広域的運営推進機関 業務規程 新旧対照表 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

平成２７年４月１日施行 

令和８年４月１日変更 

業務規程 

電力広域的運営推進機関 

平成２７年４月１日施行 

令和  年  月  日変更 

業務規程 

電力広域的運営推進機関 



 

 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

（変更履歴） 

平成２７年４月１日施行 

平成２７年４月２８日変更 

平成２７年８月３１日変更 

平成２８年４月１日変更 

平成２８年７月１１日変更 

平成２９年４月１日変更 

平成２９年９月６日変更 

平成３０年４月１日変更 

平成３０年６月２９日変更 

平成３０年１０月１日変更 

平成３１年４月１日変更 

令和元年７月１日変更 

令和２年２月１日変更 

令和２年３月３０日変更 

令和２年７月８日変更 

令和２年１０月１日変更 

令和３年４月１日変更 

令和３年４月１６日変更 

令和３年７月１日変更 

令和４年２月１日変更 

令和４年４月１日変更 

令和４年７月５日変更 

令和５年４月１日変更 

令和５年４月３日変更 

令和５年７月１日変更 

令和５年１２月２７日変更 

令和６年４月１日変更 

令和６年４月１０日変更 

令和６年８月１日変更 

令和７年４月１日変更 

令和７年８月１日変更 

 

（変更履歴） 

平成２７年４月１日施行 

平成２７年４月２８日変更 

平成２７年８月３１日変更 

平成２８年４月１日変更 

平成２８年７月１１日変更 

平成２９年４月１日変更 

平成２９年９月６日変更 

平成３０年４月１日変更 

平成３０年６月２９日変更 

平成３０年１０月１日変更 

平成３１年４月１日変更 

令和元年７月１日変更 

令和２年２月１日変更 

令和２年３月３０日変更 

令和２年７月８日変更 

令和２年１０月１日変更 

令和３年４月１日変更 

令和３年４月１６日変更 

令和３年７月１日変更 

令和４年２月１日変更 

令和４年４月１日変更 

令和４年７月５日変更 

令和５年４月１日変更 

令和５年４月３日変更 

令和５年７月１日変更 

令和５年１２月２７日変更 

令和６年４月１日変更 

令和６年４月１０日変更 

令和６年８月１日変更 

令和７年４月１日変更 

令和７年８月１日変更 

令和８年４月１日変更 



 

 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

（用語） 

第２条 (略) 

２ 本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。 

一～十七 （略） 

十八 「マージン」とは、電力系統の異常時若しくは需給ひっ迫時その他の緊急的な状況において他

の一般送配電事業者たる会員の供給区域から連系線を介して電気を受給するため若しくは電力系

統を安定に保つため、又は調整力の一般送配電事業者たる会員の供給区域外からの調達のために、

連系線の運用容量の一部として本機関が管理する容量をいう。 

十九 「計画潮流」とは、本機関が管理する容量登録（第４３号に定める。）された潮流をいう。 

 

 

 

 

 

二十～四十五 （略） 

（用語） 

第２条 (略) 

２ 本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。 

一～十七 （略） 

十八 「計画潮流」とは、本機関が管理する容量登録（第４３号に定める。）された潮流をいう。 

 

 

 

十九 「マージン」とは、電力系統の異常時若しくは需給ひっ迫時その他の緊急的な状況において他

の一般送配電事業者たる会員の供給区域から連系線を介して電気を受給するため若しくは電力系

統を安定に保つために、連系線の運用容量の一部として本機関が管理する容量、又は調整力の一般

送配電事業者たる会員の供給区域外からの調達のために、連系線の運用容量の一部（ただし、反対

方向の計画潮流を考慮した場合には、運用容量を超えることができる。）として本機関が管理する

容量をいう。 

二十～四十五 （略） 

（アセスメントの実施） 

第３２条の３４ （略） 

２ （略） 

３ 本機関が容量提供事業者に対して実施するアセスメントは、次の各号に掲げるとおりとする。ただ

し、第５号から第８号までの規定は長期脱炭素電源オークションに限る。 

一～八 （略） 

（新設） 

（アセスメントの実施） 

第３２条の３４ （略） 

２ （略） 

３ 本機関が容量提供事業者に対して実施するアセスメントは、次の各号に掲げるとおりとする。ただ

し、第５号から第９号までの規定は長期脱炭素電源オークションに限る。 

一～八 （略） 

九 火力電源のＣＣＳ（発電の用に供する燃料等の利用に伴って発生する二酸化炭素を回収し、及び

貯蔵する措置をいう。以下同じ。）による二酸化炭素の貯蔵率の確認 長期脱炭素電源オークショ

ンにおいて約定したＣＣＳ付の火力電源について、二酸化炭素の貯蔵率が容量確保契約に定められ

た一定の比率を下回っていないことの確認を行う。 

 

（新設） 

（経済的ペナルティの支払いの催告等） 

第３２条の４１の２ 本機関は、経済的ペナルティの請求を受けたペナルティ対象事業者が、当該請求

の支払い期限までに経済的ペナルティを支払わない場合は、催告書により指定する期限までに当該請

求に係る金額を支払うべき旨を催告する。 

２ 前項の指定期限は、同項に規定する請求の支払い期限の日が属する月の翌月の末日とする。 

３ 本機関は、第１項の規定による催告を受けたペナルティ対象事業者が、同項の指定期限までに同項

に規定する請求に係る金額を支払わない場合は、理事会の議決を経て、当該会員の名称を公表すると

ともに、その旨を経済産業大臣に報告する。 

（容量拠出金の支払いの催告） 

第３２条の４３ 本機関は、容量拠出金の請求を受けた会員が、当該請求の支払い期限までに容量拠出

金を支払わない場合は、催告書により新たに支払い期限を指定して当該請求に係る金額の支払いを催

告する。 

２ 前項の新たな期限は、同項に規定する請求の支払い期限の日が属する月の翌月の１０日とする。 

３ 本機関は、第１項の規定による催告を受けた会員が、同項の新たな期限までに同項に規定する請求

に係る金額を支払わない場合は、理事会の議決を経て、当該会員の名称を公表するとともに、その旨

を経済産業大臣に報告する。 

（容量拠出金の支払いの催告等） 

第３２条の４３ 本機関は、容量拠出金の請求を受けた会員が、当該請求の支払い期限までに容量拠出

金を支払わない場合は、催告書により指定する期限までに当該請求に係る金額を支払うべき旨を催告

する。 

２ 前項の指定期限は、同項に規定する請求の支払い期限の日が属する月の翌月の１０日とする。 

３ 本機関は、第１項の規定による催告を受けた会員が、同項の指定期限までに同項に規定する請求に

係る金額を支払わない場合は、理事会の議決を経て、当該会員の名称を公表するとともに、その旨を

経済産業大臣に報告する。 



 

 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

（系統アクセス業務の実施） 

第６７条 本機関は、法第２８条の４０第１項第８号の規定により、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 （略） 

二 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（平成３０年法律

第８９号。以下「再エネ海域利用法」という。）第８条第１項の規定による海洋再生可能エネルギ

ー発電設備整備促進区域（以下「促進区域」という。）の指定に関する国からの連系予約（送電系統

へ発電設備等が連系等されたものとして取り扱うことをいう。第６８条の２において同じ。）に関

する要請の受付並びに接続検討に関する要請の受付、検討結果の確認、検証及び回答等の業務 

２ （略） 

（系統アクセス業務の実施） 

第６７条 本機関は、法第２８条の４０第１項第８号の規定により、次の各号に掲げる業務を行う。 

一 （略） 

二 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律（平成３０年法律第８９号。以下「海洋再

エネ整備法」という。）第１０条第１項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区

域（以下「促進区域」という。）の指定に関する国からの連系予約（送電系統へ発電設備等が連系等

されたものとして取り扱うことをいう。第６８条の２において同じ。）に関する要請の受付並びに

接続検討に関する要請の受付、検討結果の確認、検証及び回答等の業務 

２ （略） 

（接続検討の申込み及び接続検討の要請の受付） 

第６８条 本機関は、特定系統連系希望者の接続検討の申込み及び再エネ海域利用法第８条第１項の規

定による促進区域の指定に関する国からの接続検討の要請を受け付ける。 

２・３ （略） 

（接続検討の申込み及び接続検討の要請の受付） 

第６８条 本機関は、特定系統連系希望者の接続検討の申込み及び海洋再エネ整備法第１０条第１項の

規定による促進区域の指定に関する国からの接続検討の要請を受け付ける。 

２・３ （略） 

（連系予約に関する要請の受付） 

第６８条の２ 本機関は、再エネ海域利用法第８条第１項の規定による促進区域の指定に関する国から

の連系予約の要請を受け付ける。 

２・３ （略） 

（連系予約に関する要請の受付） 

第６８条の２ 本機関は、海洋再エネ整備法第１０条第１項の規定による促進区域の指定に関する国か

らの連系予約の要請を受け付ける。 

２・３ （略） 

 

（新設） 

（接続検討の申込み件数の上限） 

第７１条の２ 本機関は、系統用蓄電池（蓄電設備のうち、送電系統に接続するものをいう。ただし、

その他発電設備又は需要設備と併設する蓄電設備においては、設備容量等を踏まえて、一般送配電事

業者等が認めるものに限る。）について、前条第１項の規定により通知した一般送配電事業者等から

同一の系統連系希望者からの接続検討の申込み（第７２条第１項に規定する接続検討の回答を行って

いないものに限る。）の件数が、当該一般送配電事業者等が申込みの上限としてあらかじめ公表する

件数を超過している旨の通知を受けたときは、前条の規定にかかわらず、当該件数を超過した接続検

討の申込みについて、申込書類に不備がないこと等の確認及び接続検討の申込みの受付並びに当該一

般送配電事業者等に対する接続検討の実施の依頼を行わない。 

２ 本機関は、前項の規定により、一般送配電事業者等から接続検討の申込みの件数が申込みの上限を

超過する旨の通知を受けたときは、速やかにその旨を当該系統連系希望者に通知する。 

（接続検討の回答） 

第７２条 本機関は、前条第３項又は第４項の規定による検討結果の確認を完了したとき（同条第３項

又は第４項の規定による検証を実施した場合にあっては当該検証を完了したとき）は、特定系統連系

希望者又は国に対し、次の各号に掲げる事項に関する確認及び検証の結果を速やかに書面又は電磁的

方法にて回答するとともに必要な説明を行う。 

一～八 （略） 

２ 本機関は、前項の規定による回答を前条第２項の申込みの受付日から原則として３か月以内に行う

ものとする。 

３ 本機関は、前条の規定による接続検討の結果、特定系統連系希望者の系統連系工事が電源接続案件

一括検討プロセス（第７５条に規定する電源接続案件一括検討プロセスをいう。以下この項において

同じ。）の対象となる可能性がある場合には、第１項の回答及び説明に加え、電源接続案件一括検討

プロセスの対象となる可能性があること及び同プロセスの開始に至る手続を回答書に記載するとと

もに、特定系統連系希望者に対し、必要な説明を行う。 

（接続検討の回答） 

第７２条 本機関は、第７１条第３項又は第４項の規定による検討結果の確認を完了したとき（同条第

３項又は第４項の規定による検証を実施した場合にあっては当該検証を完了したとき）は、特定系統

連系希望者又は国に対し、次の各号に掲げる事項に関する確認及び検証の結果を速やかに書面又は電

磁的方法にて回答するとともに必要な説明を行う。 

一～八 （略） 

２ 本機関は、前項の規定による回答を第７１条第２項の申込みの受付日から原則として３か月以内に

行うものとする。 

３ 本機関は、第７１条の規定による接続検討の結果、特定系統連系希望者の系統連系工事が電源接続

案件一括検討プロセス（第７５条に規定する電源接続案件一括検討プロセスをいう。以下この項にお

いて同じ。）の対象となる可能性がある場合には、第１項の回答及び説明に加え、電源接続案件一括

検討プロセスの対象となる可能性があること及び同プロセスの開始に至る手続を回答書に記載する

とともに、特定系統連系希望者に対し、必要な説明を行う。 



 

 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

（需給ひっ迫又は需給ひっ迫のおそれが認められる場合の指示の手順） 

第１１３条 本機関は、需給ひっ迫又は需給ひっ迫のおそれが認められる場合において、第１１１条第

１項の指示を行うときは、原則として、ゲートクローズ後、次の各号に掲げる手順により、会員に対

し、指示を行う（以下この条及び第１１６条において、需給ひっ迫又は需給ひっ迫のおそれが認めら

れる一般送配電事業者たる会員の供給区域の一般送配電事業者たる会員を「需給ひっ迫一般送配電事

業者」という。）。ただし、以下の手順を行う時間的余裕がない場合には、本機関は、以下の手順によ

らずに第１１１条第１項の指示を行う。 

一～五 （略） 

２ （略） 

（需給ひっ迫又は需給ひっ迫のおそれが認められる場合の指示の手順） 

第１１３条 本機関は、需給ひっ迫又は需給ひっ迫のおそれが認められる場合において、第１１１条第

１項の指示を行うときは、原則として、ゲートクローズ後、次の各号に掲げる手順により、会員に対

し、指示を行う（以下需給ひっ迫又は需給ひっ迫のおそれが認められる一般送配電事業者たる会員の

供給区域の一般送配電事業者たる会員を「需給ひっ迫一般送配電事業者」という。）。ただし、以下の

手順を行う時間的余裕がない場合には、本機関は、以下の手順によらずに第１１１条第１項の指示を

行う。 

一～五 （略） 

２ （略） 

（本機関の指示又は要請に基づく場合の連系線の使用） 

第１１６条 （略） 

２ （略） 

３ 前項の規定にかかわらず、本機関が第１１１条の規定による指示又は要請を行う場合において、一

般送配電事業者たる会員への電気の供給に際し、連系線以外の流通設備の混雑の発生により、連系線

の空容量を使用した電気の供給を全部又は一部制限する必要がある場合は、連系線（当該混雑の発生

により空容量の使用に制限が生じている連系線を除く。）のマージン又は運用容量拡大分を使用する

電気の供給の指示又は要請を行うことができる。 

（本機関の指示又は要請に基づく電気の供給に必要な場合の連系線の使用） 

第１１６条 （略） 

２ （略） 

３ 前項の規定にかかわらず、本機関が第１１１条の規定による指示又は要請を行う場合において、一

般送配電事業者たる会員への電気の供給に際し、連系線以外の流通設備の混雑の発生により、連系線

の空容量を使用した電気の供給を全部又は一部制限する必要がある場合は、連系線（当該混雑の発生

により空容量の使用に制限が生じている連系線を除く。）のマージン又は運用容量拡大分を使用する

電気の供給の指示又は要請を行う。 

 

第１１７条 削除 

（緊急時の地内基幹送電線の運用容量拡大分の使用） 

第１１７条 本機関は、第１５２条のマージン使用その他の対策を行ってもなお、一般送配電事業者た

る会員の供給区域の需給ひっ迫又は需給ひっ迫のおそれによる需要抑制若しくは負荷遮断を回避で

きない又は回避できないおそれがあると認めるときは、需給ひっ迫一般送配電事業者が電気の供給を

受ける際に使用を希望する連系線の使用を制限する地内基幹送電線を維持し運用する一般送配電事

業者たる会員に対し、需給ひっ迫一般送配電事業者等の申入れにより、当該地内基幹送電線について、

供給信頼度の低下を伴いつつ運用容量を超えて使用した供給を行うことを、次の各号に掲げる手順に

より承認することができる。 

一 本機関は、一般送配電事業者たる会員が自らの供給区域の需給ひっ迫又は需給ひっ迫のおそれに

対応するために地内基幹送電線の運用容量拡大（運用容量に、供給信頼度低下を伴う同拡大分を加

えたものを緊急時運用容量とし、それを一時的に運用容量に代えて用いることをいう。以下同じ。）

及び当該運用容量拡大分を使用する電気の供給を受けることを申し入れる場合又は本機関が当該

運用容量拡大を必要と認める場合には、当該供給区域の一般送配電事業者たる会員から、当該供給

区域の需給に関する計画並びに当該運用容量拡大の量、期間及び影響等の情報の提出を受けるとと

もに、当該運用容量拡大の必要性について説明を受ける。 

二 第１５２条第２項第２号、第３項及び第４項の規定は、この項の場合において準用する。この場

合において、第１５２条中「マージン使用」とあるのは「運用容量拡大」に、「マージンを使用す

る」とあるのは「運用容量拡大分を使用する」に読み替えるものとする。 

三 本機関は、この項の規定により運用容量拡大を承認した場合には、拡大後の緊急時運用容量と想

定される信頼度低下レベルなどを公表する。 

四 本機関は、一般送配電事業者たる会員による地内基幹送電線の運用容量拡大分の使用後に、その

使用の妥当性について事後検証を行う。 

２ 本機関は、前項の承認後、需給ひっ迫一般送配電事業者が電気の供給を受ける際に、その申入れに

より使用を希望する連系線の使用を制限する地内基幹送電線を維持し運用する一般送配電事業者た



 

 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

る会員に対し、当該地内基幹送電線について、運用容量拡大分を使用して電気の供給を行うことを指

示することができる。 

（マージンの見直し） 

第１３０条 （略） 

２ 前項第１号に掲げる場合において、見直し後の運用容量の値がマージンの値を下回るときは、当該

運用容量の値を見直し後のマージンの値とする。 

 

３・４ （略） 

（マージンの見直し） 

第１３０条 （略） 

２ 前項第１号に掲げる場合において、見直し後の運用容量の値がマージンの値を下回るときは、マー

ジンの値を見直し後の運用容量の値とする。ただし、反対方向の計画潮流を考慮したマージンの値に

ついては、運用容量の値を超えることができる。 

３・４ （略） 

(空容量の算出及び公表) 

第１３３条 （略） 

２ （略） 

３ 本機関は、運用容量、マージン又は計画潮流を変更したときは、前各項の規定に準じて空容量を算

出し、公表する。 

 

別表１０－２ 空容量の算出式 

空容量算出式 

(※１、※２、※３、※

４、※５、※６、※７) 

空容量 ＝ 運用容量 － マージン － 計画潮流 

（※１)・（※２) （略） 

（※３) 第１５３条第１項の運用容量拡大分を使用した潮流及び同条第３項

の運用容量を超過して使用した潮流は、算出式の計画潮流に含めな

い。また、算出式における運用容量の値には、運用容量拡大分は含め

ない。 

（※４)～（※７） （略） 

(空容量の算出及び公表) 

第１３３条 （略） 

２ （略） 

３ 本機関は、運用容量、マージン又は計画潮流を変更したときは、前各項の規定に準じて空容量を算

出し、公表する。 

 

別表１０－２ 空容量の算出式 

空容量算出式 

(※１、※２、※３、※

４、※５、※６、※７) 

空容量 ＝ 運用容量 － マージン － 計画潮流 

（※１)・（※２) （略） 

（※３) 第１５３条第１項の運用容量拡大分を使用した潮流及び同条第２項

の運用容量を超過して使用した潮流は、算出式の計画潮流に含めな

い。また、算出式における運用容量の値には、運用容量拡大分は含め

ない。 

（※４)～（※７） （略） 

（緊急時の連系線の使用） 

第１５３条 本機関は、前条のマージン使用その他の対策を行ってもなお、一般送配電事業者たる会員

の供給区域の需給ひっ迫又は需給ひっ迫のおそれによる需要抑制若しくは負荷遮断を回避できない

又は回避できないおそれがあると認めるときは、一般送配電事業者たる会員に対し、供給信頼度の低

下を伴いつつ運用容量を超えて連系線を使用した供給を行うことを承認するとともに、これを容量登

録する。 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

（緊急時の連系線の使用） 

第１５３条 本機関は、前条のマージン使用その他の対策を行ってもなお、一般送配電事業者たる会員

の供給区域の需給ひっ迫又は需給ひっ迫のおそれによる需要抑制若しくは負荷遮断を回避できない

又は回避できないおそれがあると認めるときは、一般送配電事業者たる会員に対し、供給信頼度の低

下を伴いつつ運用容量を超えて連系線を使用した供給を行うことを、次の各号に掲げる手順により承

認するとともに、これを容量登録することができる。 

一 本機関は、一般送配電事業者たる会員が自らの供給区域の需給ひっ迫又は需給ひっ迫のおそれに

対応するために連系線の運用容量拡大（運用容量に、供給信頼度低下を伴う同拡大分を加えたもの

を緊急時運用容量とし、それを一時的に運用容量に代えて用いることをいう。以下同じ。）及び当

該運用容量拡大分を使用する電気の供給を受けることを申し入れる場合又は本機関が当該運用容

量拡大を必要と認める場合には、当該供給区域の一般送配電事業者たる会員から、当該供給区域の

需給に関する計画並びに当該運用容量拡大の量、期間及び影響等の情報の提出を受けるとともに、

当該運用容量拡大の必要性について説明を受ける。 

二 前条第２項第２号、第３項及び第４項の規定は、この項の場合において準用する。この場合にお

いて、前条中「マージン使用」とあるのは「運用容量拡大」に、「マージンを使用する」とあるの

は「運用容量拡大分を使用する」に読み替えるものとする。 



 

 

変 更 前（変更点に下線） 変 更 後（変更点に下線） 

 （新設） 

 

 （新設） 

 

２ 本機関は、次の各号に掲げる手順により、前項の供給を行うことを承認する。 

一 本機関は、一般送配電事業者たる会員が自らの供給区域の需給ひっ迫又は需給ひっ迫のおそれに

対応するために運用容量拡大（運用容量に、供給信頼度低下を伴う同拡大分を加えたものを緊急時

運用容量とし、それを一時的に運用容量に代えて用いることをいう。以下同じ。）を必要と認める

場合又は本機関が運用容量拡大を求めた場合には、当該供給区域の一般送配電事業者たる会員か

ら、当該供給区域の需給に関する計画並びに運用容量拡大の量、期間及び影響等の情報の提出を受

けるとともに、運用容量拡大の必要性について説明を受ける。 

二 本機関は、前条第２項第２号、第３項及び第４項の規定は、前項の場合において準用する。この

場合において、前条中「マージン使用」とあるのは「運用容量拡大」に、「マージンを使用する」

とあるのは「運用容量拡大分を使用する」に読み替えるものとする。 

三 本機関は、前項の規定により運用容量拡大を承認した場合には、拡大後の緊急時運用容量と想定

される信頼度低下レベルなどを公表する。 

四 本機関は、運用容量拡大分の使用後に、その妥当性について事後検証を行う。 

３ （略） 

三 本機関は、この項の規定により運用容量拡大を承認した場合には、拡大後の緊急時運用容量と想

定される信頼度低下レベルなどを公表する。 

四 本機関は、一般送配電事業者たる会員による連系線の運用容量拡大分の使用後に、その使用の妥

当性について事後検証を行う。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

 

附則（令和 年 月 日） 

 

（施行期日） 

第１条 本規程は、令和８年８月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、第２条及び第１３０条の改正規定は、経済産業大臣の認可を受けた日又は本機関が運用容量を超える部分のマージンを管理するに当たって必要なシステムの運用を開始した日

のいずれか遅い日から施行する。 


